

任意継続組合員の方も組合員貯金に加入できます！

　組合員貯金は、任意継続組合員も在職者の方と同様に加入することができます。
　任意継続組合員の組合員貯金加入方法は、在職中に組合員貯金に加入しており、任意継続組合員になった後も
引き続き組合員貯金に加入できる「継続加入」と在職中に組合員貯金に加入していなくても、任意継続組合員に
なってから組合員貯金に加入できる「新規加入」があります。
　組合員貯金は、皆さんからお預かりしたお金を共済組合が一括して、安全かつ効率的に運用することで収益を
得て、それを貯金加入者の皆さんに利息として還元しており、現在のところ年利1.2％の利率を維持しています
ので、任意継続組合員になる際は、組合員貯金のご加入をお勧めいたします。
　任意継続組合員の組合員貯金の概要につきましては、次のとおりとなりますので、退職を予定されている方
で、退職後においても貯金加入を希望される方は、事前に所属所共済組合事務担当課へ申し出ください。
　なお、退職後に任意継続組合員にならない場合、又は、任意継続組合員になった後も引き続き組合員貯金に加
入されない場合は、組合員貯金を解約していただくことになりますので、必ず事前に所属所共済組合事務担当課
へ申し出くださいますようお願いいたします。

【任意継続組合員の組合員貯金の概要】
①貯金の加入者………………任意継続組合員　※任意継続組合の資格を喪失した場合は、解約していただきます。
②貯金の積立方法 …………任意継続組合員は、随時希望額（1円単位）を預け入れできる臨時積立のみです。
③払い戻し及び解約 ………払戻日（送金日）については、次の表のとおり在職者と同じ取り扱いとなります。

④貯金者の諸変更 …………  姓名が変わったり、任意継続組合員貯金申込書の提出時に、任意継続組合員貯金印
鑑届による届出印を変更する場合は、「任意継続組合員貯金諸変更届」を直接共済
組合へ提出してください。

⑤利息と残高の通知 ………  利息は、毎年 9月と 3月の末日に計算を行い、同日付で元金に組み入れ、10 月及び
4月の年 2回「貯金現在残高通知書（決算）」により、直

●

接
●

貯金者宅に送付いたします。
⑥残高の証明 …………………  残高の問い合わせは「貯金残高証明願書」の提出があった場合に、文書により残高

を証明し、貯金者宅に直
●

接
●

送付いたします。

払戻日（送金日、休日の場合は前日） 締切日（共済組合必着日、休日の場合は翌日）

一部払い戻し
毎　月　　10日 払戻月の前月　25日
毎　月　　25日 払　戻　月の　15日

解　約 毎　月　　25日 解　約　月の　15日
※一部払戻し、解約時における送金通知書につきましては、貯金者宅に直

●

接
●

送付いたします。

■一部払い戻し  「組合員貯金一部払戻請求書」を締切日までに、本組合へ直
●

接
●

提出してください。払戻金は、給
付金等振込口座指定届により登録された預金口座へ直

●

接
●

送金いたします。
   ※ 払い戻し口座を変更しようとする場合は、給付金等振込口座指定変更届が必要になりますの

で、本組合にご連絡ください。

■解　約  「任意継続組合員貯金解約払戻請求書」を解約する月の15日までに、本組合へ直
●

接
●

提出してください。
 解約払戻金は、「任意継続組合員貯金解約払戻請求書」により希望する預金口座に直

●

接
●

送金いたします。

貸付未償還残高のある方は、退職後直ちに全額償還してください。
在職中に本組合から、普通貸付や住宅貸付等の貸付金を借り受けている方が退職され、未償還残高がある
場合につきましては、退職手当金等より直ちに全額返済していただくことになります。
返済方法は、本組合指定の振込用紙（指定振込用紙ご使用の場合は、振込手数料は無料）により、所属所
共済組合事務担当課を通じ、返済していただくことになります。
なお、返済すべき金額をお知りになりたい場合は、所属所の共済組合事務担当課にお問い合わせいただき
ますようお願いいたします。

お問い合わせ先 　　奈良県市町村職員共済組合　福祉課 TEL 0744-29-8267（課直通）
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